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令和３年度　公立高畠病院医療事故の公表について
公立高畠病院長

　公立高畠病院医療事故公表基準（平成20年1月より運用）に基づく、令和３年度に発生した公表すべき医療事故は次のとおりである。

１．一括公表
	区分
	件数
	代表事例
	改善策

	レベル3b
	１件
	物音に気付き、職員が確認するとベッドの横足元に尻餅を付いているところを発見。ベッド柵は上がったままの状態であった。患者本人は「トイレに行こうと思って」と話す。全身状態を確認し痛み等がない事を確認し、医師へ報告。
転倒転落初期対応シートに沿って観察を行い当日は痛みの訴えは無かった。翌日朝のオムツ交換の際、痛みの訴えあり、主治医報告しレントゲン撮影を行い、左大腿骨転子部骨折を確認。基幹病院へ治療のため転送となる。
	・センサーマットを使用中。昼食中でオーバーテーブルがセンサーに
干渉し鳴ってしまう為電源を切っていた。
基本的にセンサーの電源は切らずに対応。
電源を切る場合は、頻回な巡視
を行うか、傍らで見守るなどの対応をとる。
使用するセンサーの種類を検討。
・ナースコールの説明を都度行う。
・ポスターなどによる掲示
・巡視の強化（回数を多くする）




２．個別公表
　レベル4、レベル5について、該当事例はありません。

【備考】
※患者への影響の大きさに応じて、医療事故レベルを以下のとおり分類する。
	区分
	内容

	レベル3b
	濃厚な処置や治療を要した

	レベル4
	永続的な傷害や後遺症が残存
（有意な機能障害や美容上の問題は伴わない場合、伴う場合の両方を含む）

	レベル5
	事故により死亡した事例　※原疾患の自然経過によるものを除く


※原則、以下の基準で公表する。
　１）レベル3ｂに相当する医療事故は、一括公表する。
　２）レベル4～5に相当する医療事故は、原則として個別公表する。
